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世界のカーボンニュートラル宣言の状況と、我が国のＧＸ政策
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（参考）脱炭素をめぐる各国の政策動向
令和7年8月26日
第15回GX実行会議 資料1 一部編集



GX2040ビジョンの概要（2025年2月閣議決定）
1. GX2040ビジョンの全体像

 ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化の影響、DXの進展や電化による電力需要の増加の影響など、将来見通しに対する 
不確実性が高まる中、GXに向けた投資の予見可能性を高めるため、より長期的な方向性を示す。

2. GX産業構造

6. 成長志向型カーボンプライシング構想

5. GXを加速させるための個別分野の取組

8. GXに関する政策の実行状況の進捗と見直しについて

7. 公正な移行

4. 現実的なトランジションの重要性と世界の脱炭素化への貢献

3. GX産業立地

 ①革新技術をいかした新たなGX事業が次々と生まれ、②フル
セットのサプライチェーンが、脱炭素エネルギーの利用やDXに
よって高度化された産業構造の実現を目指す。

 上記を実現すべく、イノベーションの社会実装、GX産業につな
がる市場創造、中堅・中小企業のGX等を推進する。

 今後は、脱炭素電力等のクリーンエネルギーを利用した製品・
サービスが付加価値を生むGX産業が成長をけん引。

 クリーンエネルギーの地域偏在性を踏まえ、効率的、効果的に
「新たな産業用地の整備」と「脱炭素電源の整備」を進め、地
方創生と経済成長につなげていくことを目指す。

 2050年CNに向けた取組を各国とも協調しながら進めつつ、
現実的なトランジションを追求する必要。

 AZEC等の取組を通じ、世界各国の脱炭素化に貢献。

 個別分野（エネルギー、産業、くらし等）について、分野別投
資戦略、エネルギー基本計画等に基づきGXの取組を加速する。

 再生材の供給・利活用により、排出削減に効果を発揮。成長
志向型の資源自律経済の確立に向け、2025年通常国会で
資源有効利用促進法改正案提出を予定。

2025年通常国会でGX推進法改正案提出を予定。
 排出量取引制度の本格稼働（2026年度～）

➢ 一定の排出規模以上(直接排出10万トン)の企業は業種等問わず
に一律に参加義務。

➢ 業種特性等を考慮し対象事業者に排出枠を無償割当て。

➢ 排出枠の上下限価格を設定し予見可能性を確保。

 化石燃料賦課金の導入（2028年度～）

➢ 円滑かつ確実に導入・執行するための所要の措置を整備。

 GX を推進する上で、公正な移行の観点から、新たに生まれる
産業への労働移動等、必要な取組を進める。

 今後もGX実行会議を始め適切な場で進捗状況の報告を行い、必要に応じた見直し等を効果的に行っていく。
13
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東京電力福島第一原子力発電所事故後の歩み

⚫ 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故から14年が経過したが、東京電力福島第一原
子力発電所事故の経験、反省と教訓を肝に銘じて取り組むことが、引き続きエネルギー政策の原点。

⚫ 足下、以下のようにオンサイト・オフサイトともに様々な取組を進めてきているところであるが、政府の最重要課
題である、福島の復興・再生に向けて最後まで取り組んでいくことは、引き続き政府の責務。

＜経緯・現状＞
⚫ 2023年8月 ALPS処理水の海洋放出開始（現在、計15回完了）。

一部の国・地域で輸入規制措置導入。
⚫ 2025年6月 中国政府は、日本の一部地域（37道府県）の水産物の輸

入を回復する公告を発出。

＜方向性＞
①残された輸入規制の即時撤廃を働きかけ
②安全性の確保
③風評対策・なりわい継続支援

ALPS処理水の海洋放出

＜経緯・現状＞
⚫ 2024年11月、2025年４月の２回にわたり、2号機において燃料デブ

リの試験的取出しに成功。

⚫ 2025年7月に、3号機における大規模取出しに向けた準備工程を具体化。

＜方向性＞
中長期ロードマップに沿って、安全かつ着実に進めていく。

廃炉（デブリ取出し関連）
＜経緯・現状＞
⚫ 避難指示対象の住民は、約7,300人まで減少。

（自主避難者を含むデータでは最大約16万人が避難）

⚫ 2023年11月、復興拠点の避難指示解除は完了。

＜方向性＞
①2020年代をかけて、帰還意向のある住民全員の帰
還を実現。

②将来的に帰還困難区域全てを避難指示解除。

帰還困難区域の避難指示解除等

オンサイト オフサイト

＜経緯・現状＞

⚫ 2025年6月 今後5年間の取組の羅針盤として、
「福島イノベーション・コースト構想を基軸とし

た産業発展の青写真」を改定。
＜方向性＞
➀事業・なりわいの再建
②企業誘致等を通じた新産業の創出
③福島新エネ社会構想の推進
④交流人口・関係人口の拡大

なりわい再建、産業復興
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福島復興・再生



















再エネ導入に向けた課題
⚫ 再生可能エネルギーについては、地域共生を前提に、国民負担の抑制を図りながら、主力電源化を徹底し、最

大限の導入拡大に取り組む。

⚫ 他方、再エネ導入にあたっては、我が国のポテンシャルを最大限活かすためにも、以下の課題を乗り越える必要

がある。

✓ 不十分な管理で放置されたパネルが散見。

✓ 2030年半ば以降に想定される使用済太陽光パ
ネル発生量ピークに計画的な対応が必要。

✓ 適切な廃棄のために必要な情報（例：含有物
質情報）の管理が不十分。

⇒ 適切な廃棄・リサイクルが実施される制度整備
が必要

⑤使用済太陽光パネルへの対応

✓ 気象等による再エネの出力変動時への対応が重要。

✓ 全国大での出力制御の発生。

✓ 再エネ導入余地の大きい地域（北海道、東北など）
と需要地が遠隔。

⇒ 地域間連系線の整備、蓄電池の導入などが必要

③出力変動への対応

✓ 傾斜地への設置など安全面での懸念増大。

✓ 住民説明不足等による地域トラブル発生。

⇒ 地域との共生に向けた事業規律強化が必要

①地域との共生

✓ 平地面積や風況などの地理的要件により新たな再エ
ネ適地が必要。

✓ 太陽光や風力を中心に、原材料や設備機器の大半
は海外に依存。

✓ 技術開発のみならず、コスト低減、大量生産実現に
向けたサプライチェーン構築、事業環境整備が課題

⇒ ペロブスカイトや浮体式洋上風力、次世代型地熱
などの社会実装加速化が必要

④イノベーションの加速とサプライチェーン構築

✓ FIT制度による20年間の固定価格買取によって国民
負担増大（2025年度3.98円/kWh）。

✓ 特にFIT制度開始直後の相対的に高い買取価格。

⇒ FIPや入札制度活用など、更なるコスト低減が必要

②国民負担の抑制
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再エネ



【ペロブスカイト太陽電池イメージ】

出所：積水化学工業（株）

（出所）
（株）合同資源HP

（千葉県でヨウ素の原料のかん水をくみ上げ、製造している様子）

出所：（株）エネコートテクノロジーズ

出所：（株）カネカ

出所：（株）東芝

出所：（株）アイシン

【ヨウ素の国際シェア】

⚫ 2030年度のエネルギーミックス、2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、地域との共生が図られた形で、
太陽光発電の導入拡大を進める必要。その際、建物の壁面や、耐荷重性の低い屋根など、これまで導入が
困難であった場所にも導入可能となる次世代型太陽光電池であるペロブスカイト太陽電池の活用が期待さ
れる。

⚫ 主な原材料のヨウ素は、日本は世界第２位の産出量（シェア30％）。原材料を含め強靭なサプライチェー
ン構築を通じエネルギーの安定供給にも資することが期待される。

次世代型太陽電池への期待
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再エネ













最終処分に関する経緯（高レベル放射性廃棄物）

2000年

2007年

2015年

2017年

2020年

2023年

2024年

「最終処分法」制定、NUMO 設立 → 全国公募開始（手挙げ方式）

高知県東洋町が応募/取り下げ

最終処分法に基づく「基本方針」改定

国が前面に立つ観点から、

• 科学的により適性の高いと考えられる地域を提示

• 理解状況等を踏まえた国から自治体への申入れ 等

「科学的特性マップ」公表 → 全国各地で説明会を実施中

北海道２自治体（寿都町、神恵内村）において「文献調査」開始

最終処分法に基づく「基本方針」改定 → 文献調査の実施地域拡大に向けた取組強化

佐賀県玄海町で「文献調査」開始

北海道２自治体の文献調査報告書案について法定プロセス（公告・縦覧、説明会など）開始

※Nuclear Waste Management Organization
（原子力発電環境整備機構）

※

すっつちょう かもえないむら
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げんかいちょう

（参考）諸外国の処分地選定プロセス例：10件程度の関心地域が出て、そこから順次絞り込み

原子力





＜次世代電力ネットワークの構築＞

⚫ 電力の安定供給確保と再生可能エネルギーの最大限の活用を実現しつつ、電力の将来需要を見据えタイムリ
ーな電力供給を可能とするため、地域間連系線、地内基幹系統等の増強を着実に進める。更に、蓄電池や
DR等による調整力の確保、系統・需給運用の高度化を進めることで、再生可能エネルギーの変動性への柔
軟性も確保する。

次世代エネルギーの確保/供給体制

化石資源の確保/供給体制

⚫ 水素等（アンモニア、合成メタン、合成燃料を含む）は、幅広い分野での活用が期待される、カーボンニュー
トラル実現に向けた鍵となるエネルギーであり、各国でも技術開発支援にとどまらず、資源や適地の獲得に向け
て水素等の製造や設備投資への支援が起こり始めている。こうした中で我が国においても、技術開発により競
争力を磨くとともに、世界の市場拡大を見据えて先行的な企業の設備投資を促していく。また、バイオ燃料に
ついても導入を推進していく。

⚫ また、社会実装に向けては、2024年5月に成立した水素社会推進法等に基づき、「価格差に着目した支
援」等によりサプライチェーンの構築を強力に支援し、更なる国内外を含めた低炭素水素等の大規模な供給と
利用に向けては、規制・支援一体的な政策を講じ、コストの低減と利用の拡大を両輪で進めていく。

⚫ 化石燃料は、足下、我が国のエネルギー供給の大宗を担っている。安定供給を確保しつつ現実的なトランジ
ションを進めるべく、資源外交、国内外の資源開発、供給源の多角化、危機管理、サプライチェーンの維持・
強靭化等に取り組む。

⚫ 特に、現実的なトランジションの手段としてLNG火力を活用するため、官民一体で必要なLNGの長期契約を
確保する必要。技術革新が進まず、NDC実現が困難なケースも想定して、LNG必要量を想定。

⚫ また、災害の多い我が国では、可搬かつ貯蔵可能な石油製品やLPガスの安定調達と供給体制確保も「最
後の砦」として重要であり、SSによる供給ネットワークの維持・強化に取り組む。 33

脱炭素電源の拡大と系統整備



⚫ CCUSは、電化や水素等を活用した非化石転換では脱炭素化が困難な分野においても脱炭素を実現できる
ため、エネルギー安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現に不可欠であり、CCS事業への投資を促す支援制
度の検討、コスト低減に向けた技術開発、貯留地開発等に取り組む。

⚫ CDRは、残余排出を相殺する手段として必要であり、環境整備、市場の創出、技術開発の加速に向けて取り組
んでいく。

重要鉱物の確保

エネルギーシステム改革

⚫ 銅やレアメタル等の重要鉱物は、国民生活および経済活動を支える重要な資源であり、DXやGXの進展や、
それに伴い見込まれる電力需要増加の対応にも不可欠である。他方で、鉱種ごとに様々な供給リスクが存在
しており、安定的な供給確保に向けて、備蓄の確保に加え、供給源の多角化等に取り組むとともに国産海洋鉱
物資源の開発にも取り組む。

⚫ システム改革は、安定供給の確保、料金の最大限の抑制、需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大を狙
いとして進めてきており、これまでの取組を検証しながら更なる取組を進める必要がある。

⚫ 特に、電力システム改革について、電力広域融通の仕組みの構築や小売自由化による価格の抑制、事業
機会の創出といった点で、一定の進捗があった一方、DXやGXの進展に伴い電力需要増加が見込まれる
中での供給力の確保や、燃料価格の急騰等による電気料金の高騰といった課題に直面している。

⚫ こうした事態に対応するべく、安定供給を大前提に、価格への影響を抑制しつつGX実現の鍵となる電力システ
ムの脱炭素化を進めるため、①脱炭素電源投資確保に向けた市場や事業環境、資金調達環境の整備、
②電源の効率的活用・大規模需要の立地を見据えた電力ネットワークの構築、③安定的な量・価格での
電力供給に向けた制度整備や規律の確保を進めていく。

＊CDR： Carbon Dioxide Removal（二酸化炭素除去）
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CCUS・CDR



⚫ 世界各国で脱炭素化に向けた動きが加速する一方、ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化などの
地政学リスクの高まりを受けてエネルギー安全保障の確保の重要性が高まっている。

⚫ こうした中で、化石資源に乏しい我が国としては、世界のエネルギー情勢等を注視しつつ、包括的資源外交を含
む二国間・多国間の様々な枠組みを活用した国際協力を通じて、エネルギー安全保障を、経済成長及び脱
炭素と同時実現する形で進めていく。

⚫ 特に、東南アジアは、我が国と同様、電力の大宗を火力に依存し、また経済に占める製造業の役割が大きく、
脱炭素化に向けて共通の課題を抱えている。こうした中で、AZECの枠組みを通じて、各国の事情に応じた多
様な道筋による現実的な形でアジアの脱炭素を進め、世界全体の脱炭素化に貢献していく。

＊AZEC：Asia Zero Emission Community(アジア・ゼロエミッション共同体)

国際協力と国際協調

⚫ エネルギーは、日々の生活に密接に関わるものであり、エネルギー政策について、国民一人一人が当事者意
識を持つことが何より重要となる。

⚫ 国民各層の理解促進や双方向のコミュニケーションを充実させていく必要があり、そのためにも政府による情
報開示や透明性を確保していく。特に、審議会等を通じた政策立案のプロセスについて、最大限オープンにし、
透明性を高めていく。

⚫ エネルギーに対する関心を醸成し、国民理解を深めるには、学校教育の現場でエネルギーに関する基礎的な
知識を学習する機会を設けることも重要。また、若者を含む幅広い層とのコミュニケーションを充実させていく。

国民各層とのコミュニケーション
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（参考）2040年度におけるエネルギー需給の見通し

37

2023年度
（確報値）

2040年度
（見通し）

エネルギー自給率 15.3% 3～４割程度

発電電力量 9877億kWh
1.1～1.2兆
kWh程度

電源構成
再エネ 22.9％ 4～5割程度

太陽光 9.8％ 23～29％程度

風力 1.1％ 4～8％程度

水力 7.6％ 8～10%程度

地熱 0.3％ 1～2％程度

バイオマス 4.1％ 5～6％程度

原子力 8.5％ ２割程度

火力 68.6％ ３～４割程度

最終エネルギー消費量 3.0億kL 2.6～2.7億kL程度

温室効果ガス削減割合
（2013年度比）

27.1％ 73％

⚫ 2040年度エネルギー需給の見通しは、諸外国における分析手法も参考としながら、様々な不確実性が存在
することを念頭に、複数のシナリオを用いた一定の幅として提示。

（参考）新たなエネルギー需給見通しでは、2040年度73％削減実現に至る場合に加え、実現に至らないシナリオ（61％削減）も参考値として提示。 73％削
減に至る場合の2040年度における天然ガスの一次エネルギー供給量は5300～6100万トン程度だが、61%削減シナリオでは7400万トン程度の見通し。




